
 

 

お問合せ 大阪弁護士会子どもの権利委員会 担当事務局 

ＴＥＬ：０６－６３６４－１２２７ ＦＡＸ：０６－６３６４－７４７７ 

 

202１年度子どもの権利春休みイベント 

 
 

～あなたのなやみ、聞かせてください～ 
 

主催：大阪弁護士会 
 
 

「学校で嫌
いや

なことが…。どうすればいい？」「学校にいくのが不安で…」「親から叩かれる

…、ひどいことを言われる…、家に自分の居場所
い ば し ょ

がなくて…、どうすればいい？」「犯罪
はんざい

にか

かわってしまったかもしれない…」そんななやみはありませんか？大阪
おおさか

弁護士会
べ ん ご し か い

では、このよ

うな子ども（２０歳未満の未成年
み せ い ね ん

の子）からの、LINE による相談を受け付けます。 

この相談会では、気軽に LINE の友達追加をして、トークルームで話しかけてもらえば、弁

護士（法律
ほうりつ

の専門家
せ ん も ん か

）がそのこまりごとや、なやみに対応します。 

「この悩み、法律でかいけつできないの？」そんな思いを、ぜひ、お聞かせください。 

＜日 時＞ 令和４年３月２６日（土） 

午後５時００分～午後９時００分 

＜相談内容＞ まわりからのいやがらせ、登校
とうこう

がしんどい、体罰
たいばつ

、親からの 暴 力
ぼうりょく

・暴言
ぼうげん

、犯罪
はんざい

にかかわってしまった等、子ども（２０歳未満の子）からの相談であればなんでも。

気軽にご相談ください！ 

※相談は無料です。※秘密を守ります！相談内容が他の人に知られることはありません。 

            ＜相談方法＞ 
               LINE で QR コードを読み込むか、ID「@353evewa」を検索して、気軽 

に友だち追加してね！ 

                            

＊本相談は、２０歳未満の未成年者からの相談が対象です。それ以

外の方（保護者・子どもの支援者など）からの相談の場合は、

子ども何でも相談（TEL：０６－６３６４－６２５１ 毎週水曜

午後３時～５時、毎月第２木曜日午後６時～８時）をご利用く

ださい。 


